
令和５ 年５ 月８ 日以降の県議会の対応について 

 

令和５ 年５ 月８ 日から 新型コ ロ ナウ イ ルス 感染症が感染症法上の５ 類に位置づけら れ

たこ と に伴い、 国及び県の感染症対策も 緩和さ れる こ と になった。  

県議会における 感染症対策は、議会災害等対策会議で定めた「 県議会における 新型コ ロ

ナウ イ ルス 感染症に係る 当面の対応について」 によ り 行っ ている と こ ろである が、  

県執行機関の対応等を 踏ま え、 議会災害等対策会議が開催さ れる ま での暫定措置と し て、

県議会においては次のと おり 対応する こ と と し たい。  

 

「 県議会における 新型コ ロ ナウ イ ルス 感染症に係る 当面の対応について」 の暫定措置( 案)  

項  目 県執行機関の対応 県議会における 暫定措置（ 案）  

２  ア ク リ ル 板 等 に よ る  

遮蔽措置 

 

【 現行措置】  

議場の演壇や傍聴受付等、

飛沫防止の効果が期待でき

る 場所に、 必要に応じ 、 ア

ク リ ル板等によ る 遮蔽措置

を講じ る 。  

〇 十分な換気や人と の距離

が確保さ れていれば設置の

必要はない。  

 

※ 飛沫を 物理的に遮断する

も のと し て 窓口に設置する

こ と は一定の効果がある（ 設

置する 場合は、 空気の流通の

妨げと な ら な いよ う にする

など換気に留意する 。）  

〇 議場内のア ク リ ル板は撤去

する 。  

 

〇 傍聴受付のアク リ ル板は 

当面設置する 。  

（ 近距離で対面での対応を 行う

こ と になる ため。）  

 

４  ３ 密（ 密閉・ 密集・ 密接）

の回避に向けた取組 

 

( 1)  換気の徹底 

 

【 現行措置】  

議場その他の議会会議室に

おける 密閉空間を避ける た

め、 十分な換気に努める 。  

 

 

 

〇 引き 続き 換気に 留意す

る 。（ エアロ ゾ ル対策と し て

重要）  

 

 

 

〇 引き 続き 議場その他の議会

会議室の換気を行う 。  

（ 引き 続き 、 議場その他の議会会

議室における 密閉空間を 避け

る ため、 十分な換気に努める 。） 

（ その他の措置）  

 

〇 議場演台の消毒 

 

 

 

〇 議場その他の議会会議

室の入口の消毒液の設置 

 

 

 

 

〇 議員が感染し た 際の記

者発表 

 

 

 

〇（ 職場内消毒について）  

  コ ロ ナ感染防止のための

消毒は不要。  

 

〇 一律廃止と はし ない。  

（ 来庁者に手指消毒や検温

の機会を 提供する こ と で健

康管理意識の向上にも つな

がる ため、引き 続き 設置する

こ と は有効と 思われる 。）。  

 

 

 

 

〇 議場演台の消毒は行わない。 

 

 

 

〇 引き 続き 議場その他の議会 

会議室の入口の消毒液を設置 

する 。  

 

 

 

〇 記者発表は行わない。  

〇 議員控室における 対応は、 各会派の判断によ る 。  

〇 議会災害等対策会議の構成員が確定後、 速やかに議会災害等対策会議を 開催し 、「 県
議会における 新型コ ロ ナウ イ ルス 感染症に係る 当面の対応について」の今後の取扱いに
ついて協議する こ と と する 。  
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県議会における新型コロナウイルス感染症に係る当面の対応について 

 

令和２ 年４ 月10日策定 

令和２ 年５ 月15日改正 

令和２ 年６ 月４ 日改正 

令和２ 年８ 月31日改正 

令和２ 年９ 月24日改正 

令和３ 年２ 月４ 日改正 

令和４ 年６ 月７ 日改正 

令和５ 年３ 月10日改正 

 

県議会は、 新型コ ロ ナウ イ ルス 感染症に関し 、 感染防止対策を 講じ つつ、 充

実し た議会審議を 行う ため、 当面の間、 次の取組を 実施する 。  

 

１  マス ク の着用 

会議（ 委員会等を 含む。） における マス ク の着用については、 議員の主

体的な選択を 尊重し 、 個人の判断に委ねる こ と と する 。  

なお、 議員控室や議会が管理する 執務室等（ 以下「 議員控室等」 と い

う 。） においても 同様と する 。  

 

２  アク リ ル板等によ る 遮蔽措置 

議場の演壇や傍聴受付等、 飛沫感染防止の効果が期待でき る 場所に、 必

要に応じ 、 アク リ ル板等によ る 遮蔽措置を 講じ る 。  

 

３  来訪者への対応 

議員控室等においては、 来訪者（ 県職員を除く 。 以下同じ 。） に、 手指

消毒の実施及び体温測定について、 協力を 依頼する 。  

ま た、 マス ク の着用については、 来訪者の主体的な選択を 尊重し 、 個人

の判断に委ねる こ と と する 。  

 

４  ３ 密（ 密閉・ 密集・ 密接） の回避に向けた取組 

  ( 1)  換気の徹底 

議場その他の議会会議室における 密閉空間を避ける ため、 十分な換気

に努める 。  

 

( 2)  出席者の縮減 

本会議及び委員会については、 感染状況等を考慮し 、 必要がある 場合

は、 議会審議に支障が生じ ない範囲で出席者を縮減する 。  
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( 3)  執務ス ペース 等の確保への協力 

執行機関に貸し 出す委員会室の対象を 、 全委員会室、 議会大会議室及

び議会応接室と し 、 執行機関の過密な執務環境の緩和や感染防止対策用

ス ペース の確保に協力する 。  

   新型コ ロ ナウ イ ルス 感染症対策本部の運営等、 執行機関が感染拡大防

止等の対策を講じ る にあたり 、 人的支援の要請があった場合は、 可能な

限り 協力する 。  

 

５  県民意見等の聴取と 情報発信 

新型コ ロ ナウ イ ルス 感染症に関する 県民意見等を 聴取する ため、 専用の

メ ールフ ォ ームを 引き 続き 設置する 。 頂いた意見等は、 議会ク ラ ウ ド に保

存し て議員の閲覧に供し 、 議会審議に役立てる 。  

ま た、 動画配信を 含め、 感染拡大防止に関する 県議会と し ての取組を 情

報発信する 。  

 

６  状況を 踏ま えた議会日程の調整 

感染状況を 注視し 、 議会運営委員会において、 必要に応じ て議会日程を

調整する 。  

 

７  委員会の調査等 

国外及び県外に係る 県政調査並びに議会友好代表団は、 団長会において

協議する 。  

ま た、 委員会の県内、 県外及び海外調査については、 正副委員長会にお

いて協議する 。  

 

８  その他 

状況に応じ 、 改めて議会災害等対策会議を開催し 、 県議会と し ての対応

を 協議する 。  


